
調理や洗濯、掃除など
の家事をしている

幼いきょうだいの
世話をしている

障害や病気のある家族の
身の回りの世話をしている

誰でも気軽に相談してください。皆さんからの相談を支援につなげます

学校教育課ヤングケアラー支援担当
☎027-321-1170（専用電話）

家事などを行う子どもたちを支援します

問 / 学校教育課 ☎027-321-1170

さまざまな事情により大人に代わって家事や介護、幼いきょうだいの世話などを行うことで、過度な
負担がかかり、勉強や友だちとの時間など子どもらしく過ごす時間がなくなっている「ヤングケア
ラー」。市は、ヤングケアラーの負担軽減を一番に考え、無料でサポーターを派遣するサービス「ヤ
ングケアラーSOS」を全国に先駆けて行っています。

家族や友達
近所の人
学校など

E メール（ yc1170@city.takasaki.gunma.jp）でも相談可能。秘密は厳守します。

市ホームページ

利用時間　1日2時間、週2日まで
支援内容　●掃除・洗濯・買い物・調理などの家事    
            　●きょうだいの世話　
　　　  　 ●高齢の家族や障害のある家族への介護
　　　　　 （食事や排せつの介助や、衣類やシーツの交換など）
対　　象　家事や介護などを日常的に行っている小学生〜高校生
費　　用　無料  
申　　込　電話で同課へ

サポーターが、2人で自宅を訪問。子ども一人一人の状況に合わせた支援を行います

＊ ヤングケアラーSOSヤングケアラーSOSの支援 ＊

一人で悩まず、まずは
相談してください。

あの子、
もしかしたら

ヤングケアラー
かも...
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